
令 和 ５ 年 ６ 月 五 島 市 議 会 定 例 会 議 案 表 

（令和５年６月２６日提出） 

番    号 事 件 名 ページ 

議案第４５号 五島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 1 

議案第４６号 五島市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について 2 

議案第４７号 五島市税条例の一部改正について 3 

議案第４８号 
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 
7 

議案第４９号 
五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 
9 

議案第５０号 
五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 
12 

議案第５１号 
五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 
15 

議案第５２号 五島市三井楽体育センター条例の廃止について 18 

議案第５３号 財産の取得について 19 

議案第５４号 財産の減額貸付けについて 20 

議案第５５号 工事請負契約の変更について 23 

議案第５６号 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 24 

議案第５７号 市道路線の廃止について 29 

議案第５８号 市道路線の認定について 33 

議案第５９号 五島市農業委員会委員の任命について 37 



議案第６０号 五島市農業委員会委員の任命について 39 

議案第６１号 五島市農業委員会委員の任命について 41 

議案第６２号 五島市農業委員会委員の任命について 43 

議案第６３号 五島市農業委員会委員の任命について 45 

議案第６４号 五島市農業委員会委員の任命について 47 

議案第６５号 五島市農業委員会委員の任命について 49 

議案第６６号 五島市農業委員会委員の任命について 51 

議案第６７号 五島市農業委員会委員の任命について 53 

議案第６８号 五島市農業委員会委員の任命について 55 

議案第６９号 五島市農業委員会委員の任命について 57 

議案第７０号 五島市農業委員会委員の任命について 59 

議案第７１号 五島市農業委員会委員の任命について 61 

議案第７２号 五島市農業委員会委員の任命について 63 

議案第７３号 五島市農業委員会委員の任命について 65 

議案第７４号 五島市農業委員会委員の任命について 67 

議案第７５号 五島市農業委員会委員の任命について 69 

議案第７６号 五島市農業委員会委員の任命について 71 



議案第７７号 五島市農業委員会委員の任命について 73 

議案第７８号 令和５年度五島市一般会計補正予算（第２号） 別冊 

議案第７９号 令和５年度五島市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 別冊 

報告第６号 令和４年度五島市一般会計継続費繰越計算について 別冊 

報告第７号 令和４年度五島市一般会計繰越明許費繰越計算について 別冊 

報告第８号 令和４年度五島市一般会計事故繰越し繰越計算について 別冊 

 



議案第４５号 

 

五島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 

五島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出す

る。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

五島市職員の特殊勤務手当支給条例（平成１６年五島市条例第４７号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第３項及び第４項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事した職

員に対し感染症防疫作業従事者手当を支給する特例を廃止することに伴い、所要の

規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第４６号 

 

五島市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について 

五島市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり

提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 五島市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成２５年五島市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態

派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

第２条第１項中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊

急事態措置」を「特定新型インフルエンザ等対策」に、「新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

第３条中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当」に改める。 

附 則 

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する

法律（令和５年法律第１４号）の施行の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）の一部改正に

伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由で

ある。 
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議案第４７号 

 

五島市税条例の一部改正について 

五島市税条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市税条例の一部を改正する条例 

 五島市税条例（平成１６年五島市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え

、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民

税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付

し、若しくは納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同

条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申

告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出し

た同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者

は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併
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せて賦課し、及び徴収する。 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合

算額」に、「によって」を「により」に改める。 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次

項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には

」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項及び第５項中「によって」を

「により」に改め、同条第６項中「によって」を「により」に、「その者」を「、

その者」に改める。 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納

金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるも

のとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し

、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収することが

」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及び均等割額」

の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第

４７条の５において同じ。）」を加え、「によって徴収する場合においては」を「

により徴収する場合には」に、「によって徴収する。」を「により徴収する。」に

改め、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規

定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納

付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第８２条中「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同条第１号エ中「及び側面

」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道路運送車両の保安基準（昭

和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動
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機付自転車」を加える。 

附則第１５条の２第４項及び附則第１６条の２第３項中「１００分の１０」を

「１００分の３５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第８２条第１号エの改正規定及び附則第３条第１項の規定（この条例によ

る改正後の五島市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項

に係る部分を除く。） 令和５年７月１日 

 (2) 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、

同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条

の２及び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２第４項の改正規定及

び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１

項（新条例附則第１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び第３項の規定 

令和６年１月１日 

 (3) 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の五島市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し

、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき五島市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項にお

いて「給与」という。）について提出する同項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書

については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自

動車税の種別割については、なお従前の例による。 

- 5 -



２ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境

性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、森林環境税の導入に

伴う規定の整備を行うなど、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。 
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議案第４８号 

 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例 

（五島市富江地域福祉センター条例の一部改正） 

第１条 五島市富江地域福祉センター条例（平成１６年五島市条例第８４号）の一

部を次のように改正する。 

  別表第１第６条第１項第４号に掲げる者の項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」

に改める。 

（五島市デイサービスセンター条例の一部改正） 

第２条 五島市デイサービスセンター条例（平成１６年五島市条例第１０４号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第７条第１項第４号に掲げる者の項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に

改める。 

（五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部改正） 

第３条 五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例（平成２７年五島市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第２号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

（五島市立保育事業所条例の一部改正） 

第４条 五島市立保育事業所条例（平成２７年五島市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 
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  第１０条第１項第１号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同項第２号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

（五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

第５条 五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の

一部を次のように改正する。 

  別表市長の部五島市子ども・子育て会議（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号。以下この項において「法」という。）第７７条第１項）の項中「第

７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第

７６号）の施行に伴い、関係する条例において、所要の規定の整理を行う必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第４９号 

 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年五島市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、

同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改め

る。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に「（教

育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項の規定に

よる通知）」を加え、「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ(ｲ)中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第４号

中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
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第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第

２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「第１９条第１項第

１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を

「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に改める。 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第４８条中「利用定員の定員」を「利用定員」に改める。 

第５０条中「及び第２３条から第３３条まで」を「、第２３条から第２５条まで

及び第２７条から第３３条まで」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第

２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「及び第２３条から第３３条ま

で」を「、第２３条から第２５条まで及び第２７条から第３３条まで」に、「第１

９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１

９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「第１９条第１項第

３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

- 10 -



（提案理由） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、懲戒権

に関する規定を削除するなど、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。 
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議案第５０号 

 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

五島市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的

保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳

幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的

保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ

ればならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 
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第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼

児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握すること

ができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及び

これと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座

席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、

当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、

これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わ

なければならない。 

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限

り」を加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。 

第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等にお

いて利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当

該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止す

る装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき

困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等

を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自

動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を
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講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 

（提案理由） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部改正に伴い、安全計画の策定等に関する規定を追加するほか、所要の規

定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第５１号 

 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年五島市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課

後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、

職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成

事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しな

ければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等の
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ための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗

車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方

法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条

において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条の２の

規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう

努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう

努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう

努めなければ」とする。 

 

 

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令
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第６３号）の一部改正に伴い、安全計画の策定等に関する規定を追加するほか、所

要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第５２号 

 

五島市三井楽体育センター条例の廃止について 

五島市三井楽体育センター条例を廃止する条例案を次のとおり提出する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市三井楽体育センター条例を廃止する条例 

五島市三井楽体育センター条例（平成１６年五島市条例第２３６号）は、廃止す

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

三井楽体育センターを廃止することに伴い、五島市三井楽体育センター条例を廃

止する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第５３号 

 

財産の取得について 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

１ 取 得 財 産  五島市消防本部備品 高規格救急自動車 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札による契約 

３ 取 得 金 額  ３２，７８０，０００円 

４ 契約の相手方  長崎県長崎市昭和一丁目１１番１８号 

          福岡トヨタ自動車株式会社 長崎トヨタ営業本部 

          本部長 宮添 克己 

 

 

 （提案理由） 

 財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第８号及び五島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１６年五島市条例第５０号）第３条の規定により議会の議決を経る必要があ

る。これが、この案を提出する理由である。 
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議案第５４号 

 

財産の減額貸付けについて 

 五島市上崎山町及び五島市野々切町の土地について、次のとおり貸付料を減額す

る。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

１ 貸 付 財 産   

 

種類 所在地 地目 面積 

土地 五島市上崎山町２８８９番第３ 宅地 ９５２．００㎡ 

土地 五島市上崎山町２８８９番４ 宅地 １，３３８．００㎡ 

土地 五島市上崎山町２８８９番５ 宅地 ４４６．００㎡ 

土地 五島市上崎山町２８９０番１ 宅地 ４，４４１．２６㎡ 

土地 五島市上崎山町２８９０番５ 宅地 １，３０４．２０㎡ 

土地 五島市野々切町１３１９番 雑種地 １，３０５．５４㎡ 

土地 五島市野々切町１３２０番１ 山林 １，７５１．７３㎡ 

合計 ７筆  １１，５３８．７３㎡ 

 

２ 減額貸付の目的  土地を減額して貸し付けることにより、市が公募した鐙

瀬園地自然環境活性化プランの事業実施による経済的な効

果を波及させ、観光客の誘致及び雇用の創出による地域活

性化を図るため。 

３ 減額貸付の相手方  五島市上崎山町２８７７番地 

            双日五島開発株式会社 

            代表取締役 池 田 尚 真 

４ 減 額 貸 付 期 間  令和５年４月１日から令和７０年２月２１日まで 

５ 減 額 す る 金 額  減額する貸付料の額は、当該貸付料を算定する日（貸付

料の改定を行う場合は、当該改定の日）現在の現況地目に
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より算出した土地の価格を基に算定した貸付料の額から、

令和３年２月２２日現在の現況地目により算出した土地の

価格を基に算定した貸付料の額を減じて得た額とする。 

６ 減額後の貸付料  減額後の貸付料の額は、令和３年２月２２日現在の現況

地目により算出した土地の価格を基に算定した額とする。 

 

 

 （提案理由） 

 財産を減額して貸し付けることについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第５４号参考〉 

 

１ 減額する金額 

 (1) 令和５年４月１日現在の現況地目により算出した土地の価格を基に算定した

貸付料   年額 １，２５３，６３７円 

 (2) 令和３年２月２２日現在の現況地目により算出した土地の価格を基に算定し

た貸付料  年額 ３９８，３５６円 

 (3) 減額する金額（(1)－(2)） 

  年額 ８５５，２８１円 

  ただし、減額する金額は、固定資産評価基準が改定されるごと等に見直すことと

する。 

 

２ 貸付財産の現況地目の状況 

種類 所在地 
現況地目 

令和３年２月

２２日現在 
令和５年４月

１日現在 
土地 五島市上崎山町２８８９番第３ 公園 宅地 
土地 五島市上崎山町２８８９番４ 公園 宅地 
土地 五島市上崎山町２８８９番５ 公園 宅地 
土地 五島市上崎山町２８９０番１ 公園 宅地 
土地 五島市上崎山町２８９０番５ 公園 宅地 
土地 五島市野々切町１３１９番 公園 雑種地 
土地 五島市野々切町１３２０番１ 山林 山林 
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議案第５５号 

 

工事請負契約の変更について 

 令和４年９月２８日に議決された議案第７３号工事請負契約の締結についての一

部を次のとおり変更する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

「４ 工事請負金額 ６００，２７０，０００円」を「４ 工事請負金額 ６１

５，８２４，０００円」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

 五島市富江町公民館・富江支所庁舎建設工事（建築）に係る工事請負契約の変更

については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び五

島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年

五島市条例第５０号）第２条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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議案第５６号 

 

あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市内に

あらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により町の区域を

次のとおり変更する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎  
 

位     置 面積（平方メートル） 編入する区域 

五島市小泊町１３３７の３地先 ３．０８ 小泊町 

 

 

 （提案理由） 

 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更については、地方自治法第９条の

５第１項及び第２６０条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第５６号参考〉
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〈議案第５６号参考〉



- 27 -

〈議案第５６号参考〉
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〈議案第５６号参考〉



議案第５７号 

 

市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により市道の路線を

次のとおり廃止する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

路 線 名 起     点 終     点 
主要な

経過地 

空港・鬼岳線 
五島市上大津町１６０６

番１地先 

五島市上崎山町２１７９

番２地先 
な し 

大瀬崎１号線 
五島市玉之浦町玉之浦１

１０９番１地先 

五島市玉之浦町玉之浦１

４２９番１地先 
な し 

大瀬崎２号線 
五島市玉之浦町玉之浦１

０５０番１地先 

五島市玉之浦町玉之浦１

４２９番１地先 
な し 

 

 

 （提案理由） 

 市道路線の廃止については、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を経

る必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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廃 止 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

廃止終点

廃止起点

（廃止）空港・鬼岳線

Ｌ＝ 4,097.49 ｍ

Ｗ＝ 7.06 ｍ

その１
〈議案第５７号参考〉
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廃 止 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

廃止終点

廃止起点

（廃止）大瀬崎１号線

Ｌ＝ 2,465.10 ｍ

Ｗ＝ 2.79 ｍ

その２
〈議案第５７号参考〉
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廃 止 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

廃止終点

廃止起点

（廃止）大瀬崎２号線

Ｌ＝ 3,299.80 ｍ

Ｗ＝ 6.91 ｍ

その３
〈議案第５７号参考〉
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議案第５８号 

 

市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により市道の路線を次

のとおり認定する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

路 線 名 起     点 終     点 
主要な

経過地 

空港・鬼岳線 
五島市上大津町１６１５

番３地先 

五島市上大津町２８７３

番第１地先 
な し 

崎山・鬼岳線 
五島市上崎山町２１９２

番１地先 

五島市上崎山町２１４７

番４地先 
な し 

大瀬崎２号線 
五島市玉之浦町玉之浦１

０２８番１地先 

五島市玉之浦町玉之浦１

３１７番１３地先 
な し 

 

 

 （提案理由） 

 市道路線の認定については、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を経る

必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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認 定 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

認定終点

認定起点

（認定）空港・鬼岳線

Ｌ＝ 2,704.23ｍ

Ｗ＝ 6.68ｍ

その１
〈議案第５８号参考〉
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認 定 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

認定起点

認定終点

（認定）崎山・鬼岳線

Ｌ＝ 1,283.38ｍ

Ｗ＝ 6.22ｍ

その２
〈議案第５８号参考〉
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認 定 路 線 位 置 図
Ｓ＝１/10，000

認定終点

認定起点

（認定）大瀬崎２号線

Ｌ＝ 3,252.80 ｍ

Ｗ＝ 6.85 ｍ

その３
〈議案第５８号参考〉
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議案第５９号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  なか  むら こう   じ 
氏  名  中  村  耕  二 

     
生年月日  昭和３９年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第５９号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６０号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  やま  もと じつ   お 
氏  名  山  本  実  雄 

    
生年月日  昭和２７年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６０号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６１号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな みなみ   ただ  あき 
氏  名  南   忠  明 

    
生年月日  昭和２５年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６１号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６２号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  やま  ぐち  とし  はる 
氏  名  山  口  利  治 

    
生年月日  昭和４３年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６２号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

- 44 -



議案第６３号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  やま  ざき  さ   なえ 
氏  名  山  﨑  早  苗 

    
生年月日  昭和４８年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６３号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６４号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  しら  はま  やす  のり 
氏  名  白  濵  康  範 

    
生年月日  昭和３８年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６４号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６５号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  の  ぐち  かね  ゆき 
氏  名  野  口  兼  幸 

    
生年月日  昭和３５年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６５号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６６号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな   お  ざき やす ひろ 
氏  名  尾  﨑  康  裕  

    
生年月日  昭和３６年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６６号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６７号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  なが  お   いつ  お 
氏  名  長  尾  五  男 

    
生年月日  昭和２３年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６７号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６８号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  もと  むら   はじめ 
氏  名  本  村   元   

    
生年月日  平成４年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６８号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第６９号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  さか  せ   たつ  お 
氏  名  坂  瀬  達  生 

    
生年月日  昭和２６年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第６９号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

 

- 58 -



議案第７０号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  かく  だ   たか  あき 
氏  名     田  隆  章 

    
生年月日  昭和３０年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７０号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７１号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  うえ  むら たか  ゆき 
氏  名  上  村  孝  幸 

    
生年月日  昭和２７年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７１号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７２号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  こめ  やま たかし 
氏  名  米  山  孝 

    
生年月日  昭和３４年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 

- 63 -



〈議案第７２号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７３号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  てら  さか  せい  いち 
氏  名  寺  坂  誠  一 

    
生年月日  昭和３５年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７３号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７４号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  いと やなぎ こういちろう 
氏  名  糸  柳  浩 一 郎 

    
生年月日  昭和３５年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７４号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７５号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  やま   だ   かつ  ひさ 
氏  名  山  田  勝  久 

    
生年月日  昭和２５年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７５号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７６号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  あら   き  とみ   お 
氏  名  荒  木  富  男 

    
生年月日  昭和３０年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 
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〈議案第７６号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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議案第７７号 

 

五島市農業委員会委員の任命について 

 次の者を五島市農業委員会委員に任命する。 

令和５年６月２６日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市 
 

ふりがな  たに  がわ  たつ  よし 
氏  名  谷  川  辰  善 

    
生年月日  昭和３２年 

 

 

 （提案理由） 

農業委員会委員の任命については、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この

案を提出する理由である。 

- 73 -



〈議案第７７号参考〉 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

南   忠  明 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

本  村   元 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 田 勝 久 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

中 村 耕 二 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

今 里 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

荒 木 富 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

林   賢  市 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 﨑 早 苗 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

出 口 幸 博 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

山 本 実 雄 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

平 田 光 昭 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

長 尾 五 男 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 脇 八 夫 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

  田 隆 章 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

上 村 孝 幸 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

寺 坂 誠 一 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

小 林 善 孝 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

古 里 善 秀 令和 ２年 ８月 １日 令和 ５年 ７月３１日  

坂 瀬 達 生 令和 ５年 ４月 １日 令和 ５年 ７月３１日  
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